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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年２月２６日 

件 名 【追加】複数年契約等における適切な価格交渉・価格転嫁の実施について 

所管部課名 政策経営部 財政課、総務部 契約課、特命・調査担当課 

内 容 

昨今の急激な物価上昇に賃金の上昇が追い付いていない状況を踏まえ、

令和５年１１月に、国は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する

指針」を定めた。 

その後、本指針を踏まえた対応について、各省庁から関連通知が発出さ

れ、庁内で検討を重ねた結果、令和７年１月に区の取り扱いをまとめ、庁

内周知及び事業者にお知らせしたので報告する。 

なお、関連通知のうち、主なものは別紙のとおり。 

１ 対象契約等 

（１）既に締結済みの長期継続契約や債務負担行為による複数年（契約期

間が１２か月超）の契約

（２）既に締結済み（指定期間中）の指定管理協定

２ 価格交渉・価格転嫁の手順 

これまで、受注者と区の価格交渉や価格転嫁の具体的な方法が明確で

なかったため、国の指針に基づき、以下のとおり手順を定めた。 

（１）受注者から要請があれば協議に応じる。

受注者から労務費等の上昇を理由に契約金額の変更を求められた場

合には、速やかに協議を実施する。 

（２）定期的な協議を行う。

受注者から契約金額の変更を求められていない場合でも、定期的に、

労務費等の転嫁について区から協議の場を設ける。 

（３）受注者には、公表資料に基づき説明を求める。

労務費等の上昇理由や根拠資料について、労務費、原材料費、エネ

ルギーコストなどコスト要素ごとに、最低賃金の上昇率、春季労使交

渉の妥結額やその上昇率などの公表資料の提出を求める。

（４）適切な価格転嫁を行う。

区は、受注者と双方で協議を行い、受注者から提出された資料をも

とに、価格転嫁の妥当性を個別に判断する。 

３ 庁内・事業者周知 

令和７年１月２２日  全庁に通知を発出 

令和７年１月２３日  事業者向け電子入札サービス及び区ホームペ

ージにて通知を掲載 

４ 今後の方針 

受注者と区で価格交渉の協議を行い、価格変更の妥当性が認められた

ときには、適正に価格転嫁を行っていく。 
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総行行第  ２  ３号 

令和６年１月１２日 

各都道府県担当部局長 殿 

（財政担当課、契約担当課、市区町村担当課扱い） 

各指定都市担当部局長 殿 

（財政担当課、契約担当課扱い） 

総務省自治行政局行政課長 

（ 公 印 省 略 ） 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえた対応について（通知） 

令和５年の春季労使交渉の賃上げ率は約３０年ぶりの高い伸びとなったものの、急激な物価上

昇に対して賃金の上昇が追い付いていない状況にあり、物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを

実現するためには、特に我が国の雇用の７割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境

を整備することが重要であることを踏まえ、内閣官房及び公正取引委員会においては、その取引

環境の整備の一環として、令和５年１１月２９日に、労務費の転嫁に係る価格交渉に関し、地方

公共団体を含む「発注者及び受注者それぞれが採るべき行動／求められる行動」について「労務

費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（別添参照）として取りまとめたところです。 

総務省においては、これまでも、「地方公共団体の調達における中小企業者の受注機会の確保等

について」（令和５年４月２５日付け総行行第１７２号総務省自治行政局長通知）等により、地方

公共団体の契約について、人件費等の最新の実勢価格等を踏まえた適切な予定価格の作成や、労

務費等の実勢価格に係る契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施等を要請してきましたが、

本指針（「データ編」「５ 労務費率が高い業種の受注者が価格転嫁できていない発注者の上位３業

種」（２４頁参照））においては、特に情報サービス業や技術サービス業に係る地方公共団体の発

注について、労務費を価格転嫁できていないことが明らかになっています。 

これを踏まえ、貴職においては、情報サービスや技術サービス等に係る発注を担当する部局や

商工担当部局と必要な連携を図りながら、本指針を踏まえて対応することにより、労務費の適切

な価格転嫁を図るようお願いします。 

また、都道府県の市区町村担当部局等においては、商工担当部局等と連携しつつ、都道府県と

市区町村（貴都道府県内の市区町村。以下同じ。）との合同会議等の場を活用し、公正取引委員会

が作成した本指針の概要に係る説明動画（YouTube チャンネル（https://www.youtube.com/c/JF

TCchannel））を用いて本指針の説明を行うこと（説明会の開催）などにより、市区町村に対して

本通知の趣旨及び本指針を周知されるようお願いします。 
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以上については、令和６年能登半島地震による災害により被害を受けた都道府県においては、

被災地の状況にも配慮しつつ、貴都道府県内の市町村（指定都市を除く。）に対して周知願います。 

なお、本通知を踏まえた本指針に関する各地方公共団体における取組状況（都道府県における

説明会の開催状況等）については、今後、フォローアップ調査を行うことを予定していること、

及び本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術的な

助言であることを申し添えます。 
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（概要） 

令和５年１１月 

１．指針の性格 

✓ 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。

✓ 発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまとめ、そ

れぞれに「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載。

・ 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害す

るおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正

に対処することを明記。 

・ 他方で、発注者としての行動を全て適切に行っている場合、取引当事者間で十分に協議が行

われたものと考えられ、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じない旨を明記。 

２．発注者として採るべき行動／求められる行動 

【行動①：本社（経営トップ）の関与】 

○ ①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップ

まで上げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で

社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経営トッ

プが更なる対応方針を示すこと。

【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】 

○ 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行

に応じて１年に１回や半年に１回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を

設けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して長年同じ価格で

更新されているような取引においては転嫁について協議が必要であることに留意が必要である。

○ 協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわらずスポッ

ト取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位

の濫用1又は下請代金法上の買いたたき2として問題となるおそれがある。

【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】 

○ 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料（最低賃金

の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料を

用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重すること。

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】 

○ 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価

格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との

取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要請額の妥

当性の判断に反映させること。

【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 

○ 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブ

ルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱

いをしないこと。

【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】 

○ 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の

価格転嫁に係る考え方を提案すること。

1 優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは、発注者の取引上の地位が受注者に優越していること
とともに、公正な競争を阻害するおそれが生じることが前提となる。 
2 買いたたきとして下請代金法上問題となるのは、下請代金法にいう親事業者と下請事業者との取引に該当す
る場合であって、下請代金法第２条第１項から第４項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物
作成委託又は④役務提供委託に該当することが前提となる。 
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３．受注者として採るべき行動／求められる行動 

【行動①：相談窓口の活用】 

○ 労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、中小企

業の支援機関（全国の商工会議所・商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に

情報を収集して交渉に臨むこと。

【行動②：根拠とする資料】 

○ 発注者との価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、最低賃

金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いること。

【行動③：値上げ要請のタイミング】 

○ 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回などの

定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受

注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など受注者の交渉力が

比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。

【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】 

○ 発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者に提示す

ること。発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注

先やその先の取引先における労務費も考慮すること。

４．発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動 

【行動①：定期的なコミュニケーション】 

○ 定期的にコミュニケーションをとること。

【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】 

○ 価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。

５．今後の対応 

✓ ①内閣官房において、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得て本指針の周知活動を実施

し、②公正取引委員会において、労務費の転嫁の協議に応じない事業者に関する情報を提

供できるフォームを設置する。
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